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【重要な会計方針】 

① 有形固定資産の評価基準及び評価方法 

原則として、取得原価により計上しています。 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和５９年度以前に取得したもの・・・・・再調達原価 

イ 昭和６０年度以後に取得したもの 

  取得原価が判明しているもの・・・・・・・取得原価 

  取得原価が不明なもの・・・・・・・・・・再調達原価 

また、開始後については、取得原価とし再調達は行わないこととしています。 

 

② 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法 

定額法により残存価格１円まで減価償却を行っています。 

  なお、主な耐用年数は、次のとおりです。 

   建物      １３年～５０年 

   工作物      ６年～６０年 

   物品       ３年～１５年 

 

③ 引当金の計上基準及び算定方法 

ア 賞与等引当金 

 翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当

額の見込額について、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じ

た額を計上しています。 

イ 退職手当引当金 

 職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務諸表作成基準日において在職す

る職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。 

 

④ 資金収支計算書における資金の範囲 

 地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。 

 

⑤ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

  ア 物品の計上基準 

取得価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の場合に資産として計上していま

す。 

  イ 資本的支出と修繕費の区分基準 

 金額が５０万円未満であるとき、また、５０万円以上であっても、内容的に修繕費

であることが明らかなときは、修繕費として処理をしています。 
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【追加情報】 

① 対象範囲（対象とする会計名）  

  一般会計 

 

② 出納整理期間 

地方自治法第２３５条の５の規定により、出納整理期間が設けられています。当会計年

度に係る出納整理期間（令和７年４月１日から５月３１日まで）における現金の受払い等

を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

 

③ 各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場

合があります。 

  

④ 繰越事業に係る将来の支出予定額 

  なし 

 

⑤ 純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

ア 固定資産等形成分 

  固定資産の額に流動資産における基金等を加えた額を計上しています。 

イ 余剰分（不足分） 

  純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

 

⑥ 基礎的財政収支 

業 務 活 動 収 支 ６８６，３９３千円 

投 資 活 動 収 支  ▲２５，２５４千円 

基 礎 的 財 政 収 支 ６６１，１３９千円 

 

⑦ 既存の決算情報との関連性 

 収入（歳入） 支出（歳出） 

歳 入 歳 出 決 算 書 ３，１９８，８１８千円 ３，０７５，４４３千円 

資 金 収 支 計 算 書 ３，１９８，８１８千円 ３，０７５，４４３千円 
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⑧ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

資金収支計算書 

業務活動収支               ６８６，３９３千円 

投資活動収入の国県等補助金収入        １２，０１７千円 

減価償却費               △２４４，６３９千円 

賞与等引当金繰入額（増減額）         １，０７２千円 

退職手当引当金繰入額（増減額）        ５，５１７千円 

純資産変動計算書の本年度差額       ４４７，１８２千円 

 

⑨ 一時借入金の状況 

一時借入金はありません。 


